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墜落制止用器具に係る質疑応答集について 

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は本会の活動につきまして、

格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、墜落制止用器具については、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政

令等が公布又は告示され、安全帯の規格改正についても平成 31 年１月に告示され

る予定となっており、改正法令の具体的な運用についてのガイドラインも平成 30

年 6 月 22 日に策定されたところです。 

このたび、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より、同法令の内容等に

ついて質疑が多く寄せられたことから、質疑応答集を作成したこと、また、同内

容の質疑応答集が厚生労働省のウェブページに掲載予定とのお知らせがありまし

たので、ご参考までに送付いたします。 

 

以上  

（担当：労働部 又木） 
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